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【足立区地域保健福祉推進協議会「子ども支援専門部会」】会議概要 

会 議 名 足立区地域保健福祉推進協議会「子ども支援専門部会」  

（令和元年度第４回） 

事 務 局 子ども家庭部 子ども政策課 

開催年月日 令和元年１２月１３日（金） 

開 催 時 間 午後２時～３時５５分 

開 催 場 所 足立区役所 南館１３階大会議室Ａ 

出 席 者 

 （計４３名） 

（部会員）齊藤多江子、野辺陽子、乾雅榮、本田 博、川下勝利、 

古庄宏吉、古性 力、加藤真砂美、大高秀明、松野美幸、 

秋生修一郎、鳥山高章、川口真澄 

（特別部会員（意見表明者））小谷博子、廣島清次、中嶋篤子、 

佐藤登志枝、掛川秀子、三浦昌恵、 

小田恵美子、中台恭子、首藤広行 

（事務局）子ども政策課長 菊地 崇 

（関連部署） 

就学前教育推進課長兼子ども施設指導・支援担当課長 山村研二、学校

支援課長 古川弘雄、子ども施設運営課長 森田 剛、子ども施設入園課

長 安部嘉昭、青少年課長 下河邊淳子、子ども施設整備課長 臺富士夫、

待機児ゼロ対策担当課長 櫻井 健、こども支援センターげんき所長 上

遠野葉子、支援管理課長 門藤敦良、こども家庭支援課長 高橋 徹、子

どもの貧困対策担当課長 田口仁美、住区推進課長 山本克広、地域文化

課長 濱田良光、区民参画推進課長 寺島光大、中央図書館長 飯塚尚美、

くらしとしごとの相談センター所長 早崎直人、保健予防課長 西山裕

之、ユニバーサルデザイン担当課長 森田 充、パークイノベーション

担当課長 志田野隆史、公園管理課長 山坂延央 （敬称略） 

欠 席 者 （特別部会員）高祖常子、飯田今日子 （敬称略） 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

 

議事内容（議事要点・決定事項・調査事項・問題点・特記事項・次回予

定・その他） 

１ 審議・調査事項 

(1) 第２期足立区子ども・子育て支援事業計画（案）に対するパブリッ

クコメントの実施結果について 

                                          

様式第１号（第３条関係） 
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＜子ども政策課＞ 

(2) 新・足立区放課後子ども総合プラン（骨子案）に対するパブリック

コメントについての区の考え方について 

 ＜学校支援課＞ 

 

２ 報告事項 

(1) 「足立区学童保育室整備計画（素案）」について 

＜住区推進課＞ 

 

３ 情報連絡事項 

(1) 私立認定こども園の利用定員の内訳変更について 

＜子ども政策課＞ 

(2) 「未来へつなぐあだちプロジェクト」年次別アクションプランの平

成３０年度実績及び評価結果について 

 ＜子どもの貧困対策担当課＞ 

(3) 区内西部地域「居場所を兼ねた学習支援」事業委託の事業者の選定

について 

 ＜くらしとしごとの相談センター＞ 

そ の 他 
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（審議経過） 

菊地子ども政策課長 

定刻になりましたので、始めさせていた

だきます。 

本日はお忙しい中、足立区地域保健福祉

推進協議会「子ども支援専門部会」にご出

席いただきまして、ありがとうございま

す。 

私は本日の司会進行を務めさせていただ

きます子ども政策課長、菊地と申します。

よろしくお願いいたします。それでは、早

速、資料の確認をさせていただきたいと思

います。 

本日の資料は事前に郵送させていただい

ておりますが、お持ちでしょうか。もしお

持ちではない場合、事務局までお申し出く

ださい。 

また、本日、席上に配付させていただい

た資料は１点、令和元年度第４回足立区地

域保健福祉推進協議会「子ども支援専門部

会」における事前質問に対する回答、１枚

ございます。 

なお、席上に置いてある事業計画の冊子

につきましては閲覧用となりますので、会

議終了後、お持ち帰りにならないよう、お

願いいたします。 

また、当部会の審議資料ではございませ

んが、本日、文化・読書・スポーツ分野計

画の素案について、区民の皆様からのご意

見を受け付けていますという、資料になり

ますが、パブリックコメント用の概要版を

お配りしております。こちらにつきまして

は、最後に担当所管からご案内をさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは、ただいまより「子ども支援専

門部会」を開催いたします。 

この専門部会は、足立区地域保健福祉推

進協議会「子ども支援専門部会」設置要綱

第５条第１項により、過半数の出席により

成立いたします。 

現在、過半数に達しておりますので、会

議は成立しております。 

また、本日の会議は「足立区地域保健福

祉推進協議会公開要綱」に準じて、傍聴席

を８席ご用意しております。会議中は録

音、写真、ビデオ撮影等は禁止となってお

りますので、ご理解のほど、よろしくお願

いいたします。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

齊藤部会長、議事の進行をよろしくお願

いいたします。 

 

齊藤部会長 

こんにちは。今日は寒い中、出席いただ

きまして、ありがとうございます。 

それでは、早速この中身に入りたいと思

いますが、本日の案件は、審議・調査事項

が２件、報告事項が１件、情報連絡事項が

３件となっております。また本日は、３時

半を終了予定としておりますので、委員の

皆様のご協力のほど、よろしくお願いいた

します。 

議事の進行につきまして、従来どおり、

審議・調査事項と報告事項のみ事務局より

説明をさせていただきます。情報連絡事項

は事前にご覧いただいていることを前提に

説明は割愛させていただきますので、こち

らもよろしくお願いいたします。 

また、各案件に対する事前質問への回答

は、その都度ご説明いただきます。 

まずは、審議・調査事項（１）第２期足

立区子ども・子育て支援事業計画（案）に

対するパブリックコメントの実施結果につ

いて、菊地子ども政策課長よりご説明をお

願いいたします。 

 

様式第２号（第３条関係） 



4 

 

菊地子ども政策課長 

お手元の資料、審議・調査事項１をご覧

ください。件名、所管の課名につきまして

は記載のとおりです。 

今回のパブリックコメントは、記載のと

おり１１月１日から３０日間実施し、提出

者は７名、意見の件数は１５件をいただき

ました。このパブリックコメントを実施し

た際の計画案についてですが、先に資料の

２ページをご覧ください。 

この計画案は、前回の専門部会で報告い

たしました現状値などの数字についての一

部修正をした案となっております。数字の

修正につきましては、お手数ですが資料２

ページ、３ページをご確認いただきますよ

うお願いいたします。また、部会の皆様か

らいただいた意見を踏まえて修正させてい

ただいた箇所につきましては、３ページの

上から５段目の報告、二重線が引いてあ

る、それ以下の部分になります。 

まず、一番左のところに５４ページ、施

策２－１と書いてある欄をご覧ください。 

前回、施策の２－１に一時保育の記載が

必要であるとご意見をいただいておりまし

た。こちらで検討させていただいた結果、

計画案の５４ページ、別冊の資料、審議・

調査事項１－１、子育て支援事業計画

（案）の５４ページのところですが、ひし

形の黒塗りマークの「保育サービスの円滑

な利用支援について」の「今後の方向性」

の箇所、４行目のところに、「家庭で保育

をしている保護者が利用できる一時預かり

など」を追記させていただきました。 

今回の計画では、区民の方々からのニー

ズ量に対して、一時預かりの供給量は確保

できていると記載をいたしました。しかし

ながら、現場の感覚と合わないといった声

をいただいておりましたので、改めてニー

ズ調査を確認いたしました。その結果、一

時預かりを利用していない理由として、利

用料がわからない、自分が対象者となるの

かわからない、また利用方法がわからない

といった回答をされた方の割合が、合わせ

て３７．９％いらっしゃることがわかりま

した。この結果から、ＰＲが不足している

ことがわかりましたので、保育コンシェル

ジュの機能の充実を図るために、文言を記

載させていただいたところです。そのほ

か、あだち子育てガイドブックなどでも普

及を進めてまいりたいと考えております。  

なお、ニーズ調査の中で、一時預かりを

利用していない理由としては、「特に利用

する必要がない」が、７３．７％となって

おります。 

続きまして、また本体資料の３ページに

お戻りいただいて、６段目と７段目の項目

につきましてご確認いただきたいと思いま

す。 

こちらにつきましては、いただいたご意

見を踏まえ追記修正をしております。この

ほか、てにをは等、よりわかりやすい表現

に修正をさせていただいております。 

続きまして、４ページをご覧ください。 

パブリックコメントの際に未定であった

数値ですが、数値が確定しましたので、報

告をさせていただいたものになります。 

それでは、改めてパブリックコメントで

いただいたご意見に対する区の考え方を説

明いたします。別添の審議・調査事項１－

２、寄せられた意見の概要及び意見に対す

る区の考え方（案）をご覧ください。  

№１ですが、基本理念に関するご意見を

いただいております。こちらにつきまして

は、本計画の基本理念である「夢や希望を

信じて生き抜く人づくり」の実現に向けた

区の取り組み姿勢を区の考え方としてお示
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しをしております。 

続きまして、保育施設に関することとい

うことで、№２は、０から２歳児の受け皿

確保を課題と認識した上で、本計画の量の

見込みに対応した受け皿を確保し、令和２

年４月の待機児童解消を目指す旨、記載を

しております。 

№３は、現在の公立保育園を維持しつ

つ、待機児童解消のための認可保育所の開

設をというご意見です。こちらにつきまし

ては、区立保育園の維持については、今

後、区立園の役割やあり方と一体的に検討

し、計画案では認可保育所の新規計画は今

現在ございませんが、引き続き保育ニーズ

の動向を詳細に分析の上、必要な地域には

認可保育所のほか、小規模保育や認証保育

所など、多様な保育サービスにより確保し

ていく考えをお示しいたしました。 

なお、こちらのパブリックコメントに関

しては、本日、ご欠席ではありますが、高

祖委員からご意見をいただいております。

回答させていただきましたので、本日席上

配付した事前質問に対する回答についての

資料とあわせてご覧いただきたいと思いま

す。 

委員からは、質の確保についての考えや

施策を伺いたいというご意見をいただいて

おります。保育の質につきましては、指導

検査、巡回指導などを行い、一定の保育の

質が担保されていることを確認しておりま

すが、課題を抱える園もあると認識してお

ります。今後も、例えばお子さんに対する

言葉遣い、荒い言葉遣いが見受けられる事

例がございますので、区の保育士が各園を

しっかり巡回し、直接助言を行うほか、具

体的な対応をお示しし、適正な保育運営が

行われるよう支援してまいります。 

続きまして、保育士等に対する意見とし

て、№４保育と学童保育の指導員の給与改

善についてでございます。保育士の給与に

ついては、記載のとおりの処遇改善策によ

り着実に向上していると考えております。

今後もこれらの処遇改善策が保育士の方々

にきちんと行き届くよう、法人や事業者に

指導、助言をして、保育士確保につなげて

いきたいと考えております。学童保育職員

の給与につきましては、令和元年度より放

課後児童支援員の資格取得者の給与額を増

額しております。また、民間学童保育室に

関しましては、令和２年度より人件費相当

の補助額を引き上げる予定となっておりま

す。 

№５です。保育士の処遇改善についてで

すが、先ほどの給与のほか、保育士の確保

策として足立区では保育士等住居借上げ支

援事業、また奨学金返済支援事業、さらに

永年勤続褒賞など、各事業を実施しており

ます。 

№６から９につきましては、学童保育に

関するご意見となりますので、住区推進課

長よりご説明差し上げたいと思います。 

 

山本住区推進課長 

住区推進課長の山本でございます。どう

ぞよろしくお願いします。着座させていた

だきます。 

３ページの№６から９まで、学童保育に

関することについてご案内させていただき

ます。まず６番、低学年を入室にて優先し

てほしいという趣旨でのご意見をいただき

ました。区の考え方ですが、実際に１、２

年生を優先するなど、低学年を優先してご

ざいます。 

№７です。学年による居場所のすみ分け

も必要ですということに対して、区の考え

ですが、計画にもございますとおり、学童



6 

 

保育以外の放課後の居場所についても案内

してございます。こちらについて、高祖委

員からの事前質問がございましたので、事

前質問に対する回答をご用意いただきたい

と思います。 

Ｑ２、パブコメ７に関連してということ

です。学童保育室の指導員数や、よりよい

環境整備を検討していただきたいという趣

旨で事前質問いただきました。支援員の配

置人数については国の基準に則っています

が、要支援児対応等、実態に合わせて別途

人員配置も行っております。また、人数だ

けではなく質についても、研修の実施や放

課後児童支援員の有資格者を増やすなど、

向上を図る取り組みを行ってございます。 

パブリックコメントの資料にお戻りいた

だきたいと思います。 

３ページの№８です。学童保育の入室審

査基準に、保育室から自宅までの距離が近

い方が優先という項目を盛り込んでほしい

ということに対しまして、実際には自宅ま

で遠い方を優先するということで、させて

いただきたいと思います。それは、やはり

お子様の安全のことを考えての優先という

ことですが、ちなみに、みんながみんな遠

い方が優先ということではなくて、同条件

で並んだときに、最後のどちらをとるかと

いうことで、この項目を加えさせていただ

いております。 

№９になります。民間学童保育室に区か

ら補助金を出してほしいということに対し

まして、現在も区では補助を行っておりま

す。ただし、主な補助要件がございまし

て、学童保育の保育料が公設学童保育室と

同額、６，０００円であり、あと特別延長

保育を実施しているなどの１３か所に、現

在補助をしております。今後も増やしてい

く予定でございます。 

私からは以上です。 

 

菊地子ども政策課長 

資料４ページの№１０と１１になりま

す。こちらは一時預かりに関するご意見と

なります。 

№１０は、ファミリー・サポート・セン

ター事業、子ども預かり・送迎支援事業に

ついて、当日申し込み、当日利用としてい

ただきたいというご要望です。記載のよう

に、事業の趣旨として、地域で助け合いを

しながら地域で子育てをするという趣旨が

ございますので、困難であるとお答えいた

しました。 

引き続きまして、№１１でございます。

保育に関する一時預かりのご意見ですが、

これは高祖委員からもご意見をいただいて

おります。先ほどと説明が同じようになり

ますが、ニーズ調査の結果等から判断はし

ております。ただし、今後もより利用して

いただけるよう、支援の充実を目指してい

きたいと考えております。支援の充実とし

ましては、先日の部会でもご意見いただき

ましたが、今後、例えば区立保育園の一時

保育の開始時間などで、なかなかニーズと

マッチしていないというご意見もありまし

たので、そういった部分につきまして検討

を行っていきたいと考えております。 

続きまして、№１２になります。子育て

と仕事の両立支援のご意見になります。女

性が再就職しやすい環境を整えるため、区

が率先して雇用し、その後、別の就職先を

斡旋を、とのことですが、区が職業訓練の

専門機関ではないこと、雇用の公正性から

もなかなか難しいと考えております。ただ

し、専門機関であるマザーズハローワーク

や東京しごとセンターと連携し、直接就職

につながる再就職セミナーを実施している
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ほか、個人や企業に講座を通じた啓発を行

っておりますので、今後も女性の雇用が充

実するよう努めていきたいと考えておりま

す。 

その他のご意見としまして、５ページの

№１３、学校が長期休みの際の居場所につ

いてです。こちらにつきましては、地域や

条件等があることもございますが、放課後

子ども教室や学童保育室、児童館や地域学

習センターでの居場所をお示しいたしまし

た。 

最後に№１４、児童手当の所得制限につ

きましては、法令で規定されているため、

区で上限を上げることができない旨、お答

えしております。 

ご意見に対する区の考え方は以上でござ

います。 

本計画案は、本日お示しした案に第６章

として資料編を設けております。資料編に

は計画策定の経過や区の関連規定、委員名

簿を掲載させていただきたいほか、関連プ

ランである「放課後子ども総合プラン」の

掲載をさせていただきたいと思っておりま

す。 

説明資料の１ページに戻ります。 

今後の方針についてですが、実施したパ

ブリックコメントを含め、本日、専門部会

でいただいたご意見を踏まえまして、子ど

も・子育て支援事業計画として表現の精査

等も含め作業を行い、次回の２月の専門部

会に確定原稿としてご提出させていただき

たいと考えております。 

私からは以上でございます。 

 

齊藤部会長 

ありがとうございました。 

それでは、この案件について、ご意見等

はございますでしょうか。 

古庄委員。 

 

古庄委員 

私立幼稚園協会の古庄と申します。 

今のパブリックコメントに寄せられた意

見の中の５ページ目のところの保育士等に

関することの４番、５番、保育士の処遇改

善をしていただきたいということですね。

区の答えは、処遇改善策はあるのだけれど

も、十分に保育士に行き渡っていないとい

うふうに書いてあるんですが、そういうこ

とですか。何かそんなふうに書いてありま

すよね。処遇改善策の補助等が出ているの

に、それぞれの保育士に行き渡っていな

い、それをちゃんと出すようにすると書い

てありますけれども、現状はどういう状況

なんでしょうか。 

 

臺子ども施設整備課長 

子ども施設整備課長の臺でございます。

保育士への処遇改善につきましては、国の

補助、都の補助、区の補助という形できち

っとした処遇改善の部分について実行し、

ご報告いただいて確認をしており確実に向

上をしているとの考え方でございます。 

 

齊藤部会長 

２ページの区の考え方のところの「今後

も」というところが「行き届くよう」とい

うふうになっている、この表現ですか。ど

ういう意味合いで書かれているかというと

ころなんだと思うんですけれども。 

 

臺子ども施設整備課長 

これらの事業を続けてまいりますので、

今後もきちっと処遇改善をしていくという

意味で、書かせていただいたところでござ

います。 
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古庄委員 

ということは、今、国からも処遇改善の

費用が相当保育士に対して出ている状態だ

と思いますけれども、ですが、そうじゃな

いと言っていることに対しては、でも、実

際出しているけれども、まだ十分じゃない

ということですか。区の処遇改善がそれぞ

れの法人等に渡っているけれども、それが

それぞれの保育士に行き渡っていないので

はないかというふうに読めるんですが、そ

うではなく、ちゃんと現状も保育士に行き

渡っていると、今後もまた処遇改善をして

いきますよと、そういうことでしょうか。 

 

臺子ども施設整備課長 

言葉足らずで申しわけありません。 

今現在の処遇改善をさせていただいて、そ

れについては行き届き、保育士の賃金の改

善にはつなげていると考えてございます。

ここに書いてあるのは、今後もそのことに

つきまして、実態と合わせた形で処遇改善

も行っていくというところの考え方でござ

います。 

 

齊藤部会長 

廣島委員、お願いします。 

 

廣島委員 

廣島でございます。おくれてすいません

でした。 

今の説明でよくわかるんですが、文章に

しますと、今、古庄委員がおっしゃられた

ように受けとめられるということでござい

ます。 

それともう一つ、事業者側の意見として

申し上げれば、非常にこれは前段の部分、

この後段がなければ、このとおりで非常に

ありがたい。そして着実に、もう既にご案

内のとおり、保育士等の処遇改善が特に足

立区だけではもちろんありませんけれど

も、着実にされているということを考えま

すと、この文章は意図は別にして、この表

現に関しては非常に不適切だというふうに

思いますし、でないと、我々事業者が指導

されなきゃいけなくなってしまうという現

実的なことでございますので、これはその

ように意見を申し上げて、現実に十分とい

うか、されておりますので、これが意図さ

れないところに喧伝されるということの非

常に不安を感じますので、その辺の対応を

よろしくお願いしたいと思います。 

 

臺子ども施設整備課長 

子ども施設整備課長です。 

今ご指摘いただいたところをもう少し検討

して、ご回答させていただきたいと思いま

す。 

 

齊藤部会長 

大高委員。 

 

大高委員 

臺課長、「今後も」の一番最終段の段落

にあるでしょう。これは今後も保育士確保

につなげてまいりますであれば特段の問題

はない、全然問題ないんだよ。中間の「法

人事業者に指導、助言を」、このキーワー

ドがよろしくないわけだから、今後も引き

続き保育士確保につなげていきますという

文章に改めるということでおさめてもらっ

たらどうでしょうか。 

 

臺子ども施設整備課長 

引き続き今後も保育士確保につなげてま

いりますという形で訂正させていただきま

す。 
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齊藤部会長 

川下委員、お願いします。 

 

川下委員 

もう結論が出たので私が言う話じゃない

んですけれども、やはり私たちにとってみ

れば、もうすごく細かな数字を全部出しな

がら、処遇改善がこれだけ上がった、中間

分がこれだけ上がった、２４年度を基準に

して、その上がった分を全部ちゃんと職員

に行き渡っているようにしなさいという非

常に細かなシートを作って、それこそ一円

も残らないように支出をしているという実

態もあるし、それを区に確認をしてもらっ

ているという実態もあるので、その辺を違

うんじゃないかみたいに思われると非常に

困るなというふうに思うので、ちょっと追

加でお話をさせていただきました。 

 

齊藤部会長 

ほかには。 

中嶋委員。 

 

中嶋委員 

小規模保育室連絡会の中嶋です。 

資料が審議・調査事項の３ページのペー

ジ５４というところで、先日意見を言わせ

ていただいたところがここにあって、保育

をしている保護者が利用できる一時預かり

などという、言葉で補っていただいてよか

ったと思います。どうしてかといいます

と、家庭で保育をしている人はすぐに仕事

を始めるわけではないので、保育、仕事と

両立のための欄を見るよりも、切れ目のな

い支援という項目を見ていると思われるん

ですね。施策群Ⅱの妊娠から出産・子育て

まで切れ目なく支えるという部分の中の切

れ目のない支援の充実というところに入っ

ている。そこの５４ページの最後、保育サ

ービスの円滑な利用支援についてというと

ころで、保育コンシェルジュが、この５５

ページの主な事務事業に挙げられているん

ですけれども、ここで子育てで困っている

方がいつでも利用できる一時保育という項

目を、この主な施策、主な事務事業のとこ

ろに追加していただかないと、文書に載っ

ていても、現実的にはどういうサービスが

あるのかというのはわからないので、文書

は改善していただいたので、それでいいん

ですけれども、ここに事務事業名として一

時預かりを載せていただきたいと思いま

す。 

 

菊地子ども政策課長 

前回ご意見をいただきまして、家庭で保

育をしている方がご利用できる一時預かり

ということで、施策の２－１に記載させて

いただいております。 

今、追加でご意見いただきました主な事

務事業のところですが、これも前回お話を

させていただきましたが、事務事業の組み

立ての中としては、施策２－２に入ってい

る保育施設等の整備の中に一時預かりの部

分も組み込まれております。 

 

中嶋委員 

再掲ではだめなんですか。 

 

菊地子ども政策課長 

再掲になってしまうと、一時預かりの部

分だけを出すという形では、他の待機児童

対策に関する保育施設の整備もろもろが全

部入ってしまいますので、再掲というのは

なかなか事務事業の中では表現が難しいと

考えております。そのため、今後の方向性
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という部分できちんと記載させていただい

て、そういった部分を押さえた上で、こち

らの施策２－１においても、その考えに基

づいて事業を進めていくということで、表

現させていただいております。体系上の部

分で事務事業に載せることが難しいという

ことはご理解いただければと思います。 

 

中嶋委員 

しかしながら、この８番の保育コンシェ

ルジュというのは、保育園に入れようとし

たときに、どこがどういう種類の保育園が

あってとかって、そういう相談をするとい

うところとしか印象にないのですけれど

も、その保育コンシェルジュにつなぐと言

われても、困っているママたちにとって保

育コンシェルジュってぴんと来ないですよ

ね、今、一時預かってほしいという人に。

そうしたら何か相談窓口、その一時保育に

つなげるための相談窓口が必要なわけで、

この保育コンシェルジュが育児コンシェル

ジュなのか、その機能を持たせていくの

か、そういうことを書かない限り、文書と

事業名が一致していないんじゃないです

か。 

 

菊地子ども政策課長 

今までのご説明、前回、前々回までお話

をさせていただいた中でも、我々はこの第

２期の子ども・子育て支援事業計画のコン

セプトとしては、つなぎという部分をすご

く意識しているとご説明をさせていただい

ております。そのつなぎの具体的なものと

して、保育コンシェルジュを挙げさせてい

ただいています。保育コンシェルジュとい

う名称はかなり広く周知されてきている部

分もあるので、どうしても保育施設のご案

内というイメージになっている部分はある

かと思いますが、第２期の計画においては

コンシェルジュ機能をさらに拡充して、中

嶋委員おっしゃるような、例えばご家庭で

一時保育をご利用したい、必要であるとい

う方に対して、きちっとご案内できるよう

な機能を付加していきたいと考えておりま

す。 

現在、保育コンシェルジュは、地域の子

育てサロンにも出張に行っておりますが、

今後は保育施設のご案内だけにとどまら

ず、ご相談いただいた方、一人一人のニー

ズを捉えて、その方々に必要な施策ですと

か施設などをきちんとつないで、ご利用に

つないでいただけるようにしていきたいと

思っております。そういった意味を込め

て、こちらにはコンシェルジュを事務事業

として載せさせていただいております。 

記載について、まだ不十分な部分はあろ

うかと思いますが、そういうコンセプトと

いうか、意味合いで置かせていただいてお

りますので、ご理解いただければと思いま

す。 

 

齊藤部会長 

ほかにはご意見いかがですか。 

小谷委員、お願いします。 

 

小谷委員 

東京未来大学の小谷です。６３ページの

ユニバーサルデザインのところですが、堀

切駅とか、まだエレベーターもないです

し、陸橋も階段なので、お母様方が浅草方

面に行っておりたときに、石の階段で、呆

然として上がってこられないという現状が

あって、大学でイベントをするときなんか

は学生を４人ぐらい配置してベビーカーを

運ぶということをいまだにやっておりまし

て、なるべく隣の堀切ではなく牛田とか関
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屋を使ってくださいということでご案内を

しているんですが、そういうところがまだ

実際にあって、ユニバーサルデザインで交

通機関というか、交通機関のところにバリ

アフリー化を求められますというところで

すが、そのあたりも事業者がやっていくん

ですか。足立区の全部の駅をバリアフリー

化するとか、そういう具体的には話はうち

の大学には入ってこないんですけれども、

そこを含めて５年間で改善していく話なん

でしょうか。かなり大がかりな工事になる

とは思うんですけれども。 

今、大学のほうは体育館の改修工事がこ

の１２月から始まりまして、大工事が、

今、解体工事が始まるところで、体育館の

ところはエレベーターができるということ

が計画されているところです。 

 

森田ユニバーサルデザイン担当課長 

ユニバーサルデザイン担当課長の森田と

申します。 

堀切駅の上り線のホーム、確かにおっし

ゃるとおり階段が急階段で、非常にバリア

フリーという点からは今の時代にそぐわな

いのかなと我々も認識しております。 

現在の状況ですけれども、２０２０年度

まで国の施策で、１日の乗降客数が 

３，０００人を超える駅舎につきましては

バリアフリー化をしなさいという通達がご

ざいます。今、東武鉄道のほうもそれに向

けて何らかのバリアフリー化を進めるとい

うふうに聞いております。また私どものほ

うも、東武鉄道と足立区と、それからあそ

この場所が国土交通省の河川区域に入って

いますので、三者で協議を進めてまいりま

して、２０２０年度までは鉄道事業者の責

務でバリアフリー化を何らかの形で、ちょ

っと形はまだ決まっていないんですけれど

も、進めると思うんですけれども、その後

の対応についても今協議中ということでご

ざいます。 

以上でございます。 

 

小谷委員 

ありがとうございます。 

協議中ということは、難しいということ

ですか。やはり学生でも怪我をしたりと

か、あと車椅子で来る学生とかもいますの

で、これは大学も協力しなければ行けない

ことかなとは思うんですが、ぜひ、やはり

区の端っことはいえ区なので、ぜひ前向き

なご検討をお願いできればと思います。 

 

齊藤部会長 

では、ほかにご意見ありますでしょう

か。 

古庄委員。 

 

古庄委員 

パブリックコメントのところの１ページ

目の№３です。 

ここでは、いろいろな事件が起きたり、

ニュースになっているところがありますの

で、保護者の方はご心配になって保育園っ

て大丈夫なのかなと心配になっている部分

があるから、こういうコメントが来たんだ

ろうと思いますけれども、それに対する答

えとして、この答えでいいのでしょうか。

私立の保育園がみんな悪いとは私は思って

おりませんし、公立だからいいとは思って

おりませんけれども、でも、この方はそう

いうことを心配したから、公立を維持して

いってほしいという意見だと思うんですけ

れども、それに対して、この答えでよろし

いのでしょうか。 
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齊藤部会長 

この３のところ、まず最初の意見の概要

と、最初の段落のところで、質の確保とい

う言葉が出てきて、多分、一番のポイント

は、質の確保に対してのご意見があって、

その上での公立、私立というところの話に

つながっていると私も思っているんですけ

れども、今現時点のこの考え方のところの

提示のところには、質の確保とか担保、向

上というようなところで、実際にどういう

ふうに今区が努力をされているかというと

ころに関しては、ここの部分ではまだきち

んと書かれてはいないと思うんですね。高

祖委員のところで質問が出てきているとこ

ろの回答には指導検査、巡回指導という言

葉が出てくる、こことつながるものですけ

れども、これだけじゃないと思うんです

ね、足立区が今質を向上させるために努力

されているようなところについて。そのあ

たりはどういうふうにお考えですか。 

 

菊地子ども政策課長 

古庄委員がご指摘の、№３の回答です

が、高祖委員への回答を入れるか我々もち

ょっと悩んでいたところではあります。た

だ、この方のご意見として、もうとても質

の確保は望めないというお話が断定的にあ

ったものなので、民営化の話から始めてし

まっているという事情がございました。今

の委員のご指摘からすると、やはり前段に

ついてきちんと答えていないところがござ

いますので、基本的な考えとしては、高祖

委員のご質問に対する回答の内容について

入れた形できちんとお答えしながらやって

いくべきと思いましたので、こちらは検討

させていただきたいと思います。 

保育の質の確保につきまして、齊藤部会

長からお話があった区としての対応につき

ましては、こちらに記載させていただいて

いる指導検査と巡回指導などを行いなが

ら、一定の保育の質は確保されていること

は当然確認はしております。それ以外、例

えば研修ですとか、そういった場を通しま

して、特に若い保育士の方ですとか、新規

園ですとか、課題を抱えながらも対応に苦

慮している園に対しての支援ということ

で、場の提供をさせていただいているよう

なところでございます。 

 

齊藤部会長 

 廣島委員、お願いします。 

 

廣島委員 

そもそものお話なんですが、このところ

で何点かお聞きしたいのですけれども、１

つは保育の質ということについて、どのよ

うな定義、考えをお持ちになっているのか

ということと、それと認証保育所の立場で

申し上げますと、平成１３年に制度発足以

来、さまざまなところで、いわゆる保育の

質ということが、非常に漠然と保育の質の

低下という言い方をされてきまして、私ど

も随分苦労しました、正直。それで、今

度、待機児童が増えるということで、やや

もすると非常にその辺のことについては意

図的かどうかわかりませんけれども、保育

の質ということよりも、むしろ待機児とい

うことが先行をしてきていたと。むしろこ

れからは、ある意味では保育の質というこ

と、これは先生方にもいろいろお話をする

んですが、十人十色、さまざま。ただ、一

言で保育の質と語るということ自体の、私

は危険性があると。むしろそれぞれの多様

な保育を担うということであれば、多様な

施設の中でさまざまな時点でこの論議をし

ていくべきだろうと。 
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もう一つは、これは同じ土俵なんです

が、いわゆる園外保育の事故の問題等につ

いても、これもあるところでは保育の質と

いう視点から非常に、ある意味で乱暴な議

論がされているということを考えていく

と、むしろ必ずしも一義的にこの保育の質

というのは論じるのは非常に厳しいところ

がありますけれども、むしろ冷静に、いわ

ゆる多様な保育を担うという視点から多様

な議論があってもいいとは思いますが、一

刀両断に保育の質ということで全て議論を

封じるということについて、私は非常に違

和感を持っているということを申し上げた

いと思います。 

 

齊藤部会長 

言葉が人によって受けとめ方が違うとい

う意味合いで、言葉の一刀両断ということ

をおっしゃっていますか。 

 

廣島委員 

いや、学問的な話は別ですよ。学問的な

話は別ですが、現実的に。ただ、ここに書

かれてあるものについていえば、要するに

前提が、この前提で論議が進められている

ということを考えたときに、もう少し柔軟

な考えがあってもいいだろうということ

で、この辺を非常に私は、さまざまな、

個々にあります、回答の中にありますけれ

ども、必要な地域では認可保育所のほか認

証、あるいは小規模、多様なというとこ

ろ、これは全て保育の質ということについ

ていえば、みんな希求しているわけですか

ら、だから、その辺のことをもう少し丁寧

な議論が必要だろうと。別に保育の質とい

うことについて、私は議論をしちゃいけな

いという、そういう意味で言っているわけ

ではなくて、もう少し丁寧な議論が必要だ

ろうと。ややもすると、保育の質というこ

とで全てが片づけられるという傾向性があ

るということを申し上げたいと、こういう

ことなんです。 

 

齊藤部会長 

ちょっと言葉自体が、もう既にいろんな

ところで使われている言葉になっています

し、また何から出ている指針や、それから

またさまざまな公表をされている書籍等か

らも、保育の質という言葉がもう普通に語

られているので、多分そういった中で、市

民の方々も、ここに質の確保という言葉が

出てきていると思うんですね。なので、そ

れを難しい形で定義していくというのは、

もう事実上、無理に近いところがあるかな

と思うんですけれども。 

 

廣島委員 

いや、そういう意味で言っているんじゃ

ないんです。そういう意味で申し上げてい

るのではなくて、もう少し多様な考え方の

許容範囲があってもいいだろうという意味

で申し上げている。学問的な話は別です。

これは、これ言うたという話は、この場で

する話ではありませんから。 

 

齊藤部会長 

では、区の考え方のところで、今までの

委員の皆さんとかの考えも含め、丁寧に答

えていくということが必要だろうというこ

とでよろしいですか。 

 

廣島委員 

そういうことです。 

 

齊藤部会長 

わかりました。 
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菊地子ども政策課長 

子ども政策課長です。 

さまざまなご意見をいただきましたの

で、回答につきましてはそのような形で、

もう一度見直しさせていただきたいと思い

ます。 

 

齊藤部会長 

ほかにはいかがでしょうか。 

古性委員。 

 

古性委員 

小学校ＰＴＡ連合会の古性と申します。 

今のところなんですけれども、正直言いま

すと、待機児童ゼロを第一優先にして、質

は後から追いかけるよということが、実際

にそうだと思うんですね。ただ、それって

やっぱり区民の皆様に直接言えないところ

ではあると思うので、今取り組み中ですと

いうことを多分言ったほうがいいと思うん

ですね。逆にこれぐらいシンプルなコメン

トのほうが、今のところはいいんじゃない

かなと。逆に、この一定の保育の質が担保

されている、これはちょっと見直されたほ

うがいいかなとは思うんですけれども、な

るべくシンプルに。突き詰めていくと、逆

にまた難しくなってしまうので、今のとこ

ろ、なるべくシンプルな表現のほうがいい

かなとは思います。 

以上です。 

 

齊藤部会長 

ありがとうございました。 

川下委員。 

 

川下委員 

１ページの№３を見ていると、待機児童

解消のため施策が進んでいるが、施設での

虐待、保育園に責任者が不在、保育士が辞

めて補充できていないなど、質の確保はと

ても望めない。この質の確保というのは、

この前段に言っていらっしゃるようなこと

ができていないから、より質の確保ができ

ないということなのか、こういう状況自体

のことを質の確保というふうに言っている

のかというところを考えていただきたいな

というふうに思います。 

まず、ここに書かれているようなことが

できていないのに、それを超えて質の確保

は望めないという趣旨だと、捉え方は全く

違うんですね。ですから、例えば区のほう

が言っている巡回指導、指導検査で一定の

質の確保は担保されているというのは、こ

れは多分、配置基準とか設置基準の話で、

一定の質が担保されているというふうにコ

メントをしているんだと思うんですね。で

すから、このパブコメでいただいた意見の

質の確保というのが、単純に、今、部会長

がおっしゃったようにひとり歩きしている

部分があるので、何でも質の確保という言

葉を使ってしまっているわけですね。です

から、それこそ最低基準、設置基準にも違

反をしている状況を何とかしてほしいとい

う趣旨なのか、いや、それができていない

ことからも、もう既に、それを超える質の

確保というのが望めないという趣旨なのか

というところが、やはり両方とれるのかな

と、このパブコメのほうではですね。です

から、それははっきりして回答を考えてい

かないと、ちょっと的外れの回答になって

しまうのかなということを懸念します。 

 

齊藤部会長 

ありがとうございました。 

多分、人によってどういう意味合いで書

いているかというのはかなり違ってくる表
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現ではあると思うんですけれども、ただ、

やっぱりいろんな方が、ここの質というと

ころは興味があるところだとは思うので、

ちょっとそこも含めて考え方の提示の仕方

ですね、そこを工夫していただけるとあり

がたいなというふうに思いますので。 

それでは、ありがとうございました。 

今度の最後の２月２６日で最終というと

ころの提示になっていくかと思うんですけ

れども、本案のとおり、このまま進めてい

くということでご異議はありませんでしょ

うか。 

それでは、異議なしということで、進め

させていただきたいと思います。 

続きまして、新・足立区放課後子ども総

合プランに対するパブリックコメントにつ

いての区の考え方について、古川学校支援

課長よりご説明をお願いいたします。 

 

古川学校支援課長 

学校支援課長、古川と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

私からは、前回の本部会でご承認いただ

きました新・足立区放課後子ども総合プラ

ン（骨子案）でございますけれども、これ

についてのパブリックコメントに付したも

のに対しての区の考え方をご報告というも

のでございます。 

恐れ入りますが、説明につきましては別

冊の資料、審議・調査事項２－１と右側に

書かれた資料で説明をさせていただきま

す。 

まず、パブリックコメントの実施期間で

ございますけれども、１１月１日から１１

月３０日までパブリックコメントに付した

ものでございます。 

（２）に記載させていただいております

意見の提出者数、これにつきましては 

１１６名で１１８件ということでございま

した。内訳でございますけれども、１名の

方は、件名を記載しないで中身だけまずい

ただいて、その後、氏名のみいただいたと

いうことで、お一人で２件、カウントをし

ております。もう一名の方は、別々に２件

のご意見をいただいたということで、 

１１６名、１１８件でございます。 

提出者の属性でございますけれども、や

はり３０代、４０代の方が合わせて９４％

と大半を占めてございます。男女の区分で

ございますけれども、女性の方が全体の４

分の３というものでございました。 

主な意見、要望等でございます。２４項

目のご意見等をいただきました。内訳でご

ざいますけれども、学童保育の関係が１６

項目、放課後子ども教室の関係が４項目、

本プラン策定についてのご意見が１項目、

その他３項目ということで、都合２４項目

になりました。 

まず、プランの内容に関することで一番

多かったのが、民間学童保育室への補助、

支援というもので１１３名の方、全体の 

９７％でございます。プランの内容以外の

ことにつきましては３件いただいておりま

す。 

恐れ入ります。おめくりいただきまし

て、一番下に１と書いた１ページ目をご覧

いただきたいと思います。 

まず１番目、学童保育室に関すること１６

項目のうち１番目、意見の一番多かったも

のでございますけれども、区が補助を行っ

ていない民間学童保育室に対する補助を希

望するという内容でございます。これにつ

きましては、区の学童保育室事業は、保護

者の就労等の理由により真に必要な方々へ

の保育の実施ということから、保護者負担

金が基本額６，０００円、これを基本とし
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ておりまして、これを超える事業者には補

助を行っておりません。したがって、今後

もこの考え方は維持するという内容のお答

えでございます。 

２番目でございます。学童保育室の閉所

時間が早いということでございまして、現

在、３１か所において、午後７時までの特

別延長保育を実施しているところでござい

ます。これは全１１４学童保育室のうちの

約４分の１を超えたという数字でございま

す。 

おめくりいただきまして、３ページでご

ざいます。 

放課後子ども教室に関すること、１７番

でございます。放課後子ども教室の全校全

学年実施を早急にというご意見でございま

して、現在、６９校中６７校で全学年実施

がなっております。来年２月には１校増え

まして６８校となり、残り１校でございま

すけれども、こちらにつきましては施設更

新の関係がございまして、ここ数年は物理

的なスペースの関係で厳しいということで

すけれども、校舎が建てかわった暁には全

学年実施を目指してまいりたいというお答

えをさせていただいております。 

おめくりいただきまして、４ページでご

ざいます。 

２１番でございます。このプラン作成の

際、オブザーバーとして民間の学童保育室

を運営している法人や利用者の方の参画を

ということでございます。次回のプランの

作成につきましては令和６年度を予定して

ございます。この際には、ご意見のとお

り、オブザーバーとしてのご参画をお願い

をしてまいりたいというふうに考えてござ

います。 

５ページにつきましては、その他の意見

として３点ございますので、ぜひご確認を

いただきたいと思います。 

今後のスケジュールでございますけれど

も、令和２年２月２６日の本部会に本プラ

ンを確定案としてご報告をさせていただき

たいというふうに思ってございます。 

なお、高祖委員からの事前質問につきま

しては、私の説明の後、青少年課長からお

答えをさせていただきます。 

私からは以上でございます。 

 

下河邊青少年課長 

青少年課長の下河邊でございます。 

高祖委員から事前質問が上がっておりま

すので、回答させていただきます。青少年

課と、あと区民参画推進課にかかわる内容

に関して、一括してお答えさせていただき

ます。 

預かり時間の長時間化が多く保護者支援

も大事ですけれども、働き方の見直し、ま

た家族の時間の確保を行うことが大事では

ないかというご意見でございます。働き方

の見直しや家族の時間の確保などについて

はワークライフバランス、それから家庭教

育を推進していく上でも重要な課題である

と認識しておりますので、引き続き各種講

座、イベントの実施、ホームページなどを

通じてワークライフバランスの必要性を発

信してまいります。啓発の強化もしてまい

ります。 

また、あだち家族ふれあいの日などとし

まして、親子でのさまざまな体験をする場

を我々としても支援してまいります。 

以上でございます。 

 

齊藤部会長 

ご説明のほうは、こちらで終わりでよろ

しいですか。 

それでは、この件につきまして、ご質
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問、ご意見ありますでしょうか。 

古庄委員、お願いします。 

 

古庄委員 

ここの意見の中の１番ですが、区の補助

を行っていない民間学童保育室に対しても

区の補助を希望するというものが１１４件

と、すごい数があるわけですね。この民間

の学童保育室の実態はどのようになってい

るのでしょうか。 

 

山本住区推進課長 

住区推進課長の山本でございます。 

民間学童保育室は足立区内に、全てのリ

ストを持っているわけではないのですが、

多々ございまして、その内容は学習を指導

するとか、あとスポーツ教室のようなもの

とか、さまざまなものがあって、それぞれ

保護者の方が選択されてご利用されている

ことと認識してございます。 

 

古庄委員 

それでは、数、またはどれぐらいの子ど

もがそちらに通っているかということは、

全く把握がないということですか。 

 

山本住区推進課長 

実際さまざまな種類、どこまでが民間学

童保育なのか、習い事なども含めてつかみ

切れないところがございます。申しわけご

ざいませんが、数字等はつかめないと考え

てございます。 

 

古川学校支援課長 

若干の補足なんですけれども、民間の学

童保育室、今、住区推進課長がお答えした

とおり、数は全て把握していないのですけ

れども、区のほうで補助をしている民間の

学童保育室もございます。そちらにつきま

しては、当然、区のほうで把握してござい

ますし、入室に際しても区のほうで関与し

ているという状況でございます。 

 

齊藤部会長 

よろしいですか。 

ほかのご意見、ご指摘はありますでしょ

うか。 

中台委員、お願いします。 

 

中台委員 

特別部会員の中台です。 

パブリックコメント、先ほどの調査事項

１－２に寄せられている１３番のコメント

と、今の調査事項２－１の１９番に寄せら

れているコメントなんですけれども、どち

らも長期休暇中の子どもの居場所に関する

コメントなんですが、両者とも全く真逆の

意見だと思いまして、恐らく放課後子ども

教室に関することのほうの１９番のほう

は、恐らくなんですが、スタッフの方から

のご意見ではないかなと思われ、調査事項

１－２のほうの１３番の長期の休みの間に

子どもの居場所が欲しいというのは保護者

の方からのご意見だと思うんですが、この

ような矛盾が生じているというか、保護者

としては長期休暇中の居場所が欲しい、で

も、やはりそこまで放課後子ども教室では

できないよという現実があるのかと思いま

して、一応、回答のほうでは２８年度から

実施している学校もあるということで書か

れてはいるんですけれども、やはりその辺

どのように詰めていくのかなというのもあ

りまして、またちょっと、この後お話しい

ただくと思うんですけれども、報告事項１

番の学童保育室の整備計画の中に、夏休み

明けに７００人程度が退室しているという
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文言もあるんですが、やはり７００人ぐら

いが、これって夏休みの居場所を求めて４

月に学童保育室に入室しているのではない

かと読み取れるんですが、その夏休みの居

場所についての実施に向けて支援をしてい

きますとなっているんですが、どう詰めて

いけるのかなというのが正直疑問なんです

が、教えていただけますでしょうか。 

 

古川学校支援課長 

学校支援課長でございます。 

審議事項２についての放課後子ども教室

に関するご意見、１９番でございます。こ

れにつきましては、放課後子ども教室自体

は名前のとおり、いわゆる放課後、授業の

後の時間の居場所の提供ということでござ

いますので、基本的に夏休みについては放

課後という概念がないので、放課後子ども

教室は実施しないと、これが原則でござい

ます。しかしながら、地域の方々のお力を

いただいて、そうはいっても、例えばプー

ル指導がある日の午後というか、その後

と、そういったことについては地域の方が

協力してくださって見てもいいよとおっし

ゃってくださっている学校もあります。そ

この学校については、地域の方々と学校と

我々との間で合意ができたので、お子さん

を短時間ですけれども、預かるということ

をしておりまして、私どもとしては、地域

の方のご協力があれば、こういった活動を

広げていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

そのほかに、夏休みの子どもの居場所と

しては、こちらにもあります学童保育室で

すとか児童館、それと図書館等もございま

すので、多様なところの居場所の提供をし

て、安全にお子さんが過ごしていただきた

いというような思いで、さまざまな所管

で、子どもの居場所については拡大をして

いくという取り組みをしているところでご

ざいます。 

 

大高委員 

学童保育が夏休みを超えると退室者が多

くなっている理由を説明してください。 

 

山本住区推進課長 

住区推進課長です。 

お話にありましたとおり、夏休み明けの

９月、１０月までに７００名を超えるお子

さんが退室されるということは、ある意

味、夏休みまでの一時的な保育がニーズと

してあるというふうにも言えると思いま

す。そういった意味では、学童保育室その

ものの定員が十分であって保育ができれ

ば、それでよろしいのだと思うのですけれ

ども、実際には待機児童がいますので、先

ほど学校支援課長からの話にもありました

児童館だとか、また放課後子ども教室とい

った別々の手段もお示ししながら、選択し

ていただいて、需要にこたえていきたいと

考えてございます。 

 

大高委員 

退室する理由なんだけれども、習い事に

行かれたりとかいう、そういう必要な理由

があったんじゃないの。 

 

山本住区推進課長 

退室理由は、先ほど委員のお話にもあり

ました報告事項１－１にあります、足立区

学童保育室整備計画の最後のページ、４２

ページですね、こちらに一覧となってござ

います。一番多いのは塾、習い事を理由に

して、特に３、４年生がおやめになると

か、あとは保護者の方がお仕事を辞められ
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て自宅で見られるようになるとか、あとは

１、２年生は保育が必要でしたけれども、

後は自宅で１人で留守番もできるとか、そ

ういった理由が主でございます。その他は

この表のとおりでございます。失礼いたし

ました。 

 

齊藤部会長 

小谷委員、お願いします。 

 

小谷委員 

東京未来大学の小谷です。 

先ほど、学童の実態ということだったんで

すが、東京未来大学ではＣＦＡキッズさん

という事業者さん、ＮＰＯさんですか、そ

の学童さんが、毎年夏の終わりにうちの大

学で夏祭りをやりたいということで、いつ

も来られて一緒にやっています。という

か、学生がちょっとかかわって、先方から

依頼があってやっているんですけれども、

そこは何か民間学童、ＮＰＯがされている

みたいで、１か月、１年生から３年生は２

万６，０００円と、ホームページに書いて

ありました。それで、４年生から６年生に

なると２万円ということで、そこは多分、

それこそ６時以降も預かりをしたりとかと

いうところがやっていらっしゃるようで

す。 

それで、待機児童なんですけれども、男

の子とかだと、何かもう友達との約束とか

で、学童は狭いし行きたくないとかと言っ

ていて、やはり魅力的な内容にしていかな

いといけないと私自身は感じます。預かれ

ばいいというか、保育園と違って、やっぱ

りもう小学校に入ってくると、自分の意思

があったり、外で友達と公園で遊びたいと

なると、学童の中だけで遊ぶというのがな

かなか厳しくなってきて、いろいろ親にも     

言われてやめていくということが現状だと

思うので、やはり内容の充実も必要なこと

なのではないかなと思います。親としては

待機児というか、入れたいと思っていて

も、子どもが嫌だというような。なので、

内容の充実も必要なのではないかなという

ふうに思っています。 

 

大高委員 

ご意見。 

 

小谷委員 

はい、意見です。質問というか。ただ、

情報は先ほど把握、わからないということ

だったので、ちょっと一例を申し上げただ

けなので大丈夫です。 

 

齊藤部会長 

大丈夫ですかね。 

では、ほかにご意見ありますか。 

乾委員、お願いいたします。 

 

乾委員 

審議・調査事項２－１の５ページです。

プラン内容以外のことというところでご意

見が寄せられています。これは小学校にも

性教育が必要ではないかという意見です

ね。 

実は先日、ＮＨＫの首都圏ニュース、６

時ぐらいからやっているのを見ておりまし

たらば、イギリスでは幼稚園、保育園のと

きから、もう性教育をしている。性教育っ

て、難しいことを言うのではなくパンツザ

ウルスという歌をつくって、楽しい歌なん

ですけれども、パンツの中には大事なもの

が入っているから、さわらせたり見せたり

してはいけない、そういうことをもう保育

園、幼稚園のころからきちっと教えておく
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必要があるというようなことを遠見才希子

さんという講師の方が説明しておられまし

た。これはやっぱり日本でも、もうそろそ

ろ必要なことじゃないかなと思っておりま

す。 

遠見さんがなぜそういうことをしようか

と思ったかというと、遠見さんって、中学

校や高校で性教育をやっている方なんです

けれども、感想文の中に、何かわからない

けれども、幼いころそういうことをされ

た。でも、そのときは全くわからなかった

けれども、今日の講演を聞いて、それがど

ういうことであったかということに気づき

ましたという感想文が多数寄せられている

ということから、やっぱり幼児のうちから

きちっとそういうことは、嫌なことは嫌、

パンツの中には大事なものがあるからさわ

らせない、見せない、そういうことをきち

っと小さいうちから教えましょうというよ

うな内容でした。意見です。 

 

齊藤部会長 

よろしいですか。 

ほかにご意見、質問はありますか。 

中台委員。 

 

中台委員 

先ほどはご回答いただきまして、ありが

とうございます。 

改めて、この学童保育室の退室理由を拝

見したんですけれども、保護者の意見とし

て、ただ言わせていただきたいことなんで

すが、皆さん、塾、習い事、退職などで、

学童保育室と足立区役所向けにはこのよう

に回答している方が、正直なところが多い

のかもしれないんですが、私としては、学

童保育室の人や、あと区役所の人に、１、

２年生を１人で留守番させるという回答を

正直に言える自信は正直ありません。アメ

リカとかでは逮捕されてしまうようなこと

なので、１、２年生を１人で留守番させる

という理由で回答する人は、多分そんなに

正直に言える人はいないのかなと思いまし

て、学童保育室、実際月に６，０００円、

８，０００円ぐらいでしたっけ、かかりま

すよね。それをフルタイムではないパート

勤務、週三、四日で勤めているご家庭か

ら、その月の金額を９月以降も出していく

というのは、正直そんなに余裕のあること

ではないので、やはり夏休みのために４月

に入所させて、その後やっぱり学童保育料

を払うのは高いし、放課後子どもで十分だ

し、塾とかにも正直通わせているしという

方がおやめになる本当の理由ではないかな

と私は個人的に思いますので、その辺、こ

の理由を聞いたところが１００％真実では

ないと、もちろんご承知の上だとは思うん

ですが、その辺を酌んでいただきながら、

今後の学童保育室の整備に生かしていただ

ければなと思いました。すいません、一意

見です。 

 

齊藤部会長 

ありがとうございました。 

よろしいでしょうか、このあたりで。 

さまざまご意見いただいていますし、パ

ブリックコメントのご指摘もありますの

で、そこを踏まえて、また回答いただくと

いうところで、本案のとおり進めていくと

いうことで、ご異議はありませんでしょう

か。 

では、異議なしということで進めさせて

いただきます。 

続きまして、報告事項に入ります。 

報告事項（１）足立区学童保育室整備計

画（素案）について、山本住区推進課長よ



21 

 

りご説明をお願いいたします。 

 

山本住区推進課長 

報告事項１、審議・調査事項１の７ペー

ジをご覧いただきたいと思います。 

足立区学童保育室整備計画についてで

す。 

こちらは、先ほどご審議いただきました

足立区子ども・子育て支援事業計画（案）

の中で、学童保育室のニーズ量に対して確

保策をやっていく中で、個別の内容は、こ

の足立区学童保育室整備計画で定めていく

と記させていただいたものについて、現

在、素案でございますが、ご報告させてい

ただきます。 

２番、策定の考え方になります。整備に

おける地域内の需給アンバランス、つまり

足立区は広いわけですので、地域によって

は学童保育室に待機児がいたり、また欠員

がある、そういう状況が現在もございます

ので、それを今後解消していくために、そ

れぞれの地域、具体的には３３地区に分け

まして、今後の需給関係を推測して必要な

ところに学童保育室を整備していくという

考えで策定しております。 

（２）になります。先ほど７００人程度

の退室者というお話がございました。それ

を受けまして、８月、９月ごろに需給関係

を見まして整備していくと。ただし、小学

校１、２年生については、４月１日時点で

原則全員入室できるような確保策を目指し

ていくと、そういう計画で進めてございま

す。 

３番、学童保育室整備の手法ですが、原

則、小学校内に整備していくことを基本と

します。ただ、必ずしも実現できるとは限

りませんので、そのような場合は民設学童

保育室の誘致を進めていきたいと考えてお

ります。 

２番、増室、増員は、５年間の合計にな

りますが、１５室、５２０名程度を見込ん

でございます。 

では、お手元の報告事項１－１、先ほど

年度途中の退室理由を示しました足立区学

童保育室整備計画の素案を若干ご案内した

いと思います。 

その中で、４ページをご覧いただきたい

と思います。 

こちらが３３地区に分けて、それぞれの

地区ごとに今後５年間、令和６年度までに

どの程度学童保育の申請があり、実際、現

在の学童保育室の定員数と比較して、どれ

だけ不足するかということになります。右

側半分のほうに不足見込み数でございま

す。例えば１番の千住東地区では、令和３

年度に２７という数字があります。これは

２７名、学童保育室に入れないお子さんが

発生する可能性があると、そういう推測で

ございます。逆に一番下から２番目、３２

番の新田ですが、マイナスになっていま

す。これは現在足りている上に、欠員も生

じていくだろうという、そういう推測にな

っております。 

これらを踏まえまして、６ページ目をお

めくりいただきたいと思います。 

これは現時点での計画ではございます

が、令和２年度から令和６年度まで、実

際、令和２年度は３室設置することで、先

日もご報告させていただきました。今後は

令和３年度以降に千住地区や伊興地区、加

平地区などを今は予定しておりますが、３

学童保育室ずつになりますけれども、整備

していく予定でございます。ただ、実際に

学童保育室の申請があったり、またマンシ

ョン開発等もありますので、この計画は毎

年見直して、またご報告させていただきた
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いと考えてございます。 

簡単ですが、以上でございます。 

 

齊藤部会長 

ありがとうございました。 

それでは、報告事項を含めまして、報告

事項と情報連絡事項をあわせて質疑応答を

行いたいと思います。 

ご意見ありますでしょうか。 

いかがでしょうか、よろしいですか。 

古庄委員。 

 

古庄委員 

この第２期足立区子ども・子育て支援事

業計画（案）の中のことなんですが、２５

ページです。ここからグラフが出てくるん

ですね、ここもグラフが出ていますけれど

も。それから、同じようなグラフがずっと

出てくるんですが、非常にこれは、幾つか

グラフがあるんですけれども、非常にわか

りづらい。数値も書いていないし、幅も狭

いので、どんなふうに変わっていくかが本

当にわからないんです。これはもっと見や

すくされたほうがよろしいんじゃないか

と。 

 

菊地子ども政策課長 

確かに、ご指摘のとおりちょっとわかり

づらいところがあろうかと思いますので、

数値が少し年度でわかるような形には工夫

はさせていただきたいと思います。一応、

左側にパーセンテージは載せさせていただ

いておりますが、ちょっとわかりにくくご

ざいます。ご意見賜りましたので、改善に

向けて検討させていただきたいと思いま

す。 

 

 

齊藤部会長 

ほかにはいかがでしょうか。 

小谷委員、お願いします。 

 

小谷委員 

子育て世代包括支援センターのことなん

ですけれども、足立区は一応やっていると

いうことで、厚生労働省のほうからホーム

ページで拝見したんですが、実際ふたをあ

けてみると、今までの保健センターでやっ

ていることの何か寄せ集めというような気

がしていて、施設によっては地域のネウボ

ラだったりとか、文京区とかがネウボラを

やったりとか、あと、私、印西市のほうで

もちょっと委員をやっているんですが、そ

ういう建物を実際に建てていて、子育て世

代包括支援センターという形でつくってい

るところもありますので、ぜひ何かそうい

う、一応、ホームページも拝見してみる

と、足立区も子育て世代包括支援センター

をやっていますということになっているん

ですけれども、今までの制度の中の名称を

寄せ集めたような感じがするので、ぜひ何

かそういうところも、１か所で全てが、相

談業務全部できるよというのを、ほかのと

ころと同じようにやってほしいなというふ

うに思っております。実際にＡＳＭＡＰで

したか、事業をされていると思うんですけ

れども、そういうところもぜひやってほし

いなと思います。 

あと、何か今後の予定があれば、ぜひ教

えていただきたいなというふうに。 

 

西山保健予防課長 

保健予防課長の西山でございます。 

子育て世代包括支援センターに関しまし

ては、保健予防課に加えまして、保健セン

ターを含めまして子育て世代包括支援セン
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ターということで、今、ホームページで周

知しているところでございます。また、今

後より積極的にこのセンターを周知するた

めに、今、周知の方法を考えているところ

でございます。また、機能に関しまして

は、保健センターと保健予防課だけでは、

やっぱり全ての支援をするのはなかなか難

しいところもありますけれども、我々のと

ころを中心にしながら、子育て部門と連携

しながらしっかりやっていく予定でござい

ます。 

 

齊藤部会長 

ほかにご意見ありませんでしょうか。 

古庄委員。 

 

古庄委員 

もう一点、先ほどと同じ子育て支援事業

計画の９１ページ、４番、「教育・保育」

の量の見込みと確保方策というのがあっ

て、（１）番で、そこに表が出ています。

量の見込みと書いてあるんですが、一番左

のほうにそれぞれ確保の方策で、特定教

育・保育施設の中の幼稚園と、こう書いて

あるんですが、その下に確認を受けていな

い幼稚園というふうに書いてあるんです

ね。これは何か誤解を生むような気がする

んですね、確認を受けていない幼稚園とい

う表現が。これは普通の私学助成の幼稚園

だと思うんですが、確認を受けていないと

いうと、何か認可を受けていないような、

そういうふうに受け取られますので、その

表現は変えていただいたほうがいいんじゃ

ないかと思います。 

 

菊地子ども政策課長 

子ども政策課長です。 

確かに誤解を生じるような表現とはなっ

ていますが、国で示されているフォーマッ

ト、文言を含めてのものがございます。そ

ちらでの記載の表記がこちらに指定されて

いるものでございますので、非常に誤解を

生じかねないところではあるんですが、

我々としても、国から示されているものを

簡単に変えられるかどうかというところも

ございます。そのため記載事項、記載内容

としては表現の変更は難しいのかなという

のが今の解釈でございます。 

 

大高委員 

それは注釈を入れて差し上げられない

の。 

 

菊地子ども政策課長 

今、ご意見をいただきました注釈で入れ

させていただくことは可能ですので、ぜ

ひ、そうさせていただきたいと思います。

ありがとうございます。 

 

齊藤部会長 

ほかにご意見ありますか。 

このあたりでよろしいでしょうか。 

それでは、これにて質疑応答を終了させ

ていただきます。貴重なご意見、ありがと

うございました。 

これをもちまして、本日の議事を終了さ

せていただきます。円滑な議事進行にご協

力いただき、ありがとうございました。 

それでは、事務局にお返しいたします。 

 

菊地子ども政策課長 

齊藤部会長、ありがとうございました。 

それでは、最後に事務局から連絡事項が４

点あります。 

まず、１点ですけれども、次回の日程に

ついてです。次回、今年度最後の分科会と
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なります第５回「子ども支援専門部会」

は、令和２年２月２６日水曜日１０時から

となります。会場は、足立区役所８階特別

会議室となります※。よろしくお願いいたし

ます。 

次に２点目、本日の会議録についてでご

ざいます。こちらは後日、委員の皆様方に

送付させていただきますので、内容等をご

確認いただき、誤り等がございましたら事

務局までご連絡をお願いいたします。 

続きまして、３点目です。本日、お車でお

越しの方は駐車券をご用意しております。

出口で事務局職員までお声がけいただけれ

ばと思います。 

最後になります。冒頭でお伝えしました

文化・読書・スポーツ分野計画（素案）の

概要が、別紙がお配りしたこちらになりま

す。ご覧いただければと思います。こちら

の詳細について、飯塚中央図書館長よりご

説明いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

飯塚中央図書館長 

中央図書館長の飯塚と申します。お忙し

い時間、少々お時間をいただきまして、あ

りがとうございます。 

お手元で、以下の案件について、区民の

皆さんからのご意見を受け付けていますと

いうことで資料を提供させていただきまし

た。きょうご参加の一部の委員の方につき

ましては、昨年、アンケートやヒアリング

でご協力をいただいているところで、本当

にありがとうございました。 

足かけ３年にわたって計画策定を進めて

まいりました。今回、人生１００年という

ところを踏まえて、文化・読書・スポー

ツ、この３つの分野について、一体的に検

討を進めてきたところでございます。現

在、こちらもパブリックコメントを募集中

ということになっておりますので、お時間

があるときにご覧いただければありがたい

なと思っておるところでございます。 

共通理念を定めて、こちらのほう、検討

してまいりました。別添で概要のほうをつ

けておりますけれども、人生１００年時代

を迎えるというところで、文化・読書・ス

ポーツ分野はいずれも生きがいや潤いのあ

る人生を送るために重要な施策分野という

ことで、楽しさに気づき、深め、広げ、心

豊かに生きる、こちらを共通テーマで検討

を進めました。その中で見えてきた重点的

な取り組みとしましては、やはり子どもの

ころから生涯にわたって日常生活の中の身

近なところで、そして多様な主体が緩やか

につながり、さまざまな形で連携していく

というところで、さまざまな対策を打ち出

しております。ぜひご覧いただければと思

います。 

貴重な時間をいただきまして、ありがと

うございました。 

 

菊地子ども政策課長 

それでは、これをもちまして、本日の

「子ども支援専門部会」を終了いたしま

す。 

長時間、どうもありがとうございまし

た。 

 

 

※ P24 に記載の、「第５回子ども支

援専門部会」については、令和２年

２月 26日を予定しておりましたが、

新型コロナウイルスの感染拡大防

止のため、中止となりました。 


